
２０２５年度 特許庁意匠審査職員採用試験受験申込書 

私は特許庁意匠審査職員採用試験を受験したいので申し込みます。 

私は日本国籍を有しており、国家公務員法第３８条各号のいずれにも該当しておりません。 

また、この申込書の記載事項は事実に相違ありません。 

記入年月日 令和   年   月   日 試験の区分 意 匠 学 ※受験番号 

ふりがな 性別 
記載は任意です。

未記載とするこ

とも可能です。 

□ 男 

□ 女 

 

（ 

 

 

 

 

 

 

 
令和  年  月撮影 

氏 名 

生年月日  平成   年   月   日生 

現 住 所 〒 

 

（同居先       方） 

連 絡 先      TEL （   ）   － 
(申込者本人と確実に連絡のとれる電話番号) 

基礎 
専門

(1次) 

専門 

(2次) 
政論 

上記以外の連絡先  TEL （   ）   － ※ ※ ※ ※ 

連絡先メールアドレス     

学  歴   現在(最終)学校名 学部・学科（研究科・専攻・課程・類・コース）名 

 

①□大学院（博士後期）  ②□大学院（□博士前期□修士）  ③□大学 

④□短大・高専      ⑤□専門学校（専門課程）     ⑥□高校・その他 

①□平成・令和(  )年 卒・修了   ②□来年３月 卒見・修見 

③□(  )学年在(※卒見・修見は②)  ④□中退 

 

------------------------------切り取らないでください----------------------------- 

 

２０２５年度特許庁意匠審査職員採用試験受験票 

※受験番号 試験の区分 意匠学 

ふりがな 
性別 

□ 男 

□ 女 

氏  名 

生年月日  平成   年   月   日生 

試験日 
第１次試験 2025（令和 7）年 3 月 16 日(日) 

第２次試験 2025（令和 7）年 4 月 13 日(日) 

試験時間 
3 月 16 日(日)： 10 時から 17 時 00 分まで 

4 月 13 日(日)： 10 時 30分から 17 時 00 分まで 

試験会場 
 特許庁本庁舎 １６階共用会議室 

 （東京都千代田区霞ヶ関３－４－３） 

（受験心得） 

1. 試験開始前に試験についての注意事項の説明を行いますので、試験開始時刻 20 分前までに必ず集合してくだ

さい。 

2. 受験の際は、本票、鉛筆又はシャープペンシル、プラスチック製の消しゴムを持参してください。時計を持参

する場合は、計時機能だけのものに限ります。なお、本票を紛失した場合は、速やかに申し出てください。 

3. １種目でも受験しなかった場合には、それ以降の試験種目は受験できません。 

4. 携帯電話等の通信機器の電源は必ず切って、鞄にしまっておいてください。 

5. 公共交通機関の遅延等（天災等自己の責任によらない場合）、やむを得ない事由による遅刻の場合は、試験開

始後 30 分まで入室を認めます。その場合、試験時間は短縮されます。なお、遅延証明書の提出がない場合に

は、受験しても採点されません。 

写真貼付欄 

縦４㎝×横３㎝ 

 

郵送される場合は、

写真の裏面に氏名を

記入し、はがれない

ように全面にのりづ

けしてください。 



申込書（受験票）記入心得 

（１） 記入に当たっては、手書きの場合は黒のボールペンを用い、かい書で、ていねいに記入し、数字は算用 

数字で書いてください。 

（２）  ※印欄を除くすべての欄にもれなく記入してください。 

（３）  該当する□の中には✓印を記入してください。 

（４）  現住所欄には、同居している場合は同居先を必ず記入してください。 

（５） 「学歴」の欄の記載事項については、試験結果の分析、今後の効率的な募集活動に資する等のために用い 

るものであり、試験の結果に影響を与えるものではありません。 

（６） 「学歴」の欄は、現在（最終）の学歴について、学校名、学部・学科等を記入してください。 

現在（最終）学歴より高い学歴を有する者は、その学歴を記入してください。 

（７） 「卒見・修見」、「在」の別については、「卒見・修見」とは、来春卒業又は修了する見込みのことをいい 

ます。「在」とは、来春以降も在学することをいいます。（ ）の中には現在の学年を記入してください。 

（８） 記載事項に不正があると受験が無効となる場合があります。 


